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排出事業者（甲）

産業廃棄物処理委託契約書 [収集・運搬用]

医師会へ契約事務等の委任をした会員（別紙のとおり）

収集・運搬業者（乙）

　　　　住　所　大阪市中央区高麗橋２丁

　　　　氏　名　野村興産株式会社　関西

　　　　　　　　所　長　　　中　西　智

収集・運搬業者（丙）

所
名

住
氏

契約事務等代理人

所
名

住
氏

上記排出事業者

北海道札幌市中央区北３条西

エア・ウォーター物流株

代表取締役　川　田　博

汀)大阪市阿倍野区阿倍

２番地

-　■-
｛徴収阪市阿倍野区勝年□

会長菅　　保l夫∧づ ・ -

第１３７号。以下「法」という｡）に従い適正に行うため、

ために、本書１通を作成し、丁がこれを保有し、甲、乙、

有するものとする。
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平成２７年１１月１日

白絣邱謳邑医師会へ契約事務等の委任をした会員ﾊﾞ以下「甲」という｡）と収集・運搬業

者　野村興産株式会社（以下「乙」というよ及び甲と収集・運搬業者　エア・ウォーター物流株式会社（以下

　「丙」という｡）及び契約事務等代理人欠及行聯句y医師会（以下（鋼玉という｡）は、甲の事業場から排出され

丁の事業所にて保管している産業廃棄物の収集・運搬を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

次のとおり契約を締結する。この契約の成立を証する

及び丙はこの写し（複写機によるコピー）を各１通保

第１条（法の遵守）

　甲、乙、丙及び丁は、処理業務の遂行にあたって法その他関係法令を遵守するものとする。

第２条（委託内容）

　甲は、甲の事業所から排出され丁の事業所にて保管している産業廃棄物の収集・運搬を乙及び丙に委託し、乙

及び丙は、甲から委託された産業廃棄物を【委託業務の内容】に示す収集・運搬区間において、許可された車両

で適正に収集・運搬する。

第３条（事業の範囲）

　乙及び丙の事業範囲は【委託業務の内容】に示すとおりであり、乙及び丙はこの事業範回を証するものとして

許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙及び丙は速やかにその旨を甲及

び丁に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲及び丁に提出する。

　　　第４条（適正処理に必要な情報の提供）

　　　　　１　甲もしくは丁は、収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状（形状、成分、有害物質の有

F……‘☆テノ=’｀･……無及び臭気）、荷姿、腐敗・揮発等性状の変化、混合等により生じる支障、排出数量等の必要な情報を乙及び

才六∠寸匈に文書にて通知しなければならない。通知する文書は「廃棄物データーシート」（環境省の「廃棄物情報の

皿-I･■　　　　　　II三:万j･ｧ･ j=:ご｡’･;1万こ､･担供に関するガイドライン」（平成25年６月）を参照）の項目を参考に作成を行うものとする。

.l h･　-｡ご．ｊ　ｊ　;ｉ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
⊇仁づ帽甲もしくは丁はヽ当該廃棄物が日本工業規格co950号に規定する含有マークが付されたものである場合ヽ

゛２=Ｊ４当該含有マークに関する情報を乙及び丙に文書にて通知しなければならない。

　　　　　３　甲もしくは丁は、本契約の有効期間中、契約締結時に提供した当該廃棄物に係る前２項の情報に変更が生

　　　　　　じる場合は、速やかに当該情報を文書にて乙及び丙に提供し、甲、乙、丙及び丁間で対応について協議する。



第５条（再委託の禁止）
　乙及び丙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲及び丁

の書面による承諾を得て法の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。

第６条（権利・義務の譲渡）
　乙及び丙は、本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、

甲及び丁の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

第７条（損害の賠償）
　乙及び丙は、甲から委託された産業廃棄物をその積込み作業の開始から荷卸し作業の完了まで、法令に基づき

適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が甲もしくは丁の責に帰する場合を除

き、乙及び丙が責任を負う。

第８条（委託業務終了報告）
　乙及び丙は、甲から委託された産業廃棄物の処理業務が完了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、丁に提

出する。丁は、甲に業務完了したことを伝える。ただし、業務終了報告書はマニフェストＢ票で代えることがで

きる。

第９条（委託料・消費税・支払い）
函 r ・

１

２

　　S/-「¶㎜II　　-･¶〃-
--‾　　－

甲の委託する産業廃棄物の処理業務に関する委託料の支払いについては【委託業務の内容】（５）の表にて

定める単価に基づき算出する．　　　　　　　　　　　　　･･..･･　　　･.

　委託料の額が経済情勢の変化等により不相応となったときは、甲、乙、丙及び丁の協議によりこれを改定

することができる．
３　甲の委託する産業廃棄物の処理業務についての消費税等は、甲が負担する。

４　甲は、乙及び丙からの業務終了報告書によって処理を確認した後、乙及び丙に処理料金を支払う。支払方

　法は、別途定めるものとする。

第１０条（内容の変更）
　甲、乙、丙及び丁は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単

価または委託期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲、乙、丙、及び丁が協議の

上、書面によりこれを定めるものとする。

第１１条（機密保持）
　甲、乙、丙及び丁は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない

該機密を公表する必要が生じた場合は、相手方の文書による許諾を得なければならない。

当

第１

　１

　２

２条（契約の解除）
　甲、乙、丙及び丁は、いずれかの当事者が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除

することができる。
　甲、乙、丙及び丁は、いずれかの当事者が次の各号に１つでも該当するときには

ても、本契約の全部または一部を解除することができる。

　（1）振出、裏書、引受、保証した手形、小切手が不渡りとなったとき。

　（2）差押、仮差押、仮処分、滞納処分を受けたとき。

本契約の期間中であっ

（3）破産、民事再生、会社更生の手続開始の中立、または解散、私的整理がなされたとき。

（4）前３号に準ずる信用失墜の事実が認められるとき。

（5）乙及び丙に対する債務の履行を１回でも怠ったとき。

　　（6）災害等の不可抗力により、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。

　　（7）第１３条の定めに違反したとき。
３　甲、乙、丙及び丁が第１項及び前項各号に１つでも該当する場合、該当者は当然に期限の利益を喪失し、

　相手方に対する残債務全額を直ちに支払わなければならない。

４　第１項、第２項の規定または法令の規定によりこの契約を解除できる場合でも、本契約に基づき甲から引

き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙の最終処分場所であるイトムカ鉱業所で完了していないときは、当該産

業廃棄物を甲、乙及び丙の責任で処理した後でなければ、本契約は解除できない。



第１３条（反社会的勢力の排除）

　１　甲、乙、丙及び丁は、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を確約する。

　　　（Ｄ自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。）が、暴

　　　力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）ではな

　　　いこと。

　　　（2）本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。

　２　甲、乙、丙及び丁は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、それぞれが相手方による前項の確約

　　に依拠して本契約の締結及び履行をするものであることを確認する。

第１４条（協議）

　この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度

甲、乙、丙及び丁が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。



　【委託業務の内容】
　（１）委託期間　　平成２７年１１月１日　から　平成２８年３月３１日　までとする。

　ただし、期間満了の１ヶ月前までに、当事者の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない

限り、同一条件でさらに１年間更新されたものとし、その後も同様とする。

（２）積み込み場所

　積み込み場所：

、積み込み場所所在地：

ぞ暦吠阪市阿倍野匹師会

大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目8番26号

（３）収集・運搬区間及び事業の範囲

収集・運搬区間 担当会社 許可番号 許可品目

上記積み込み場所から乙の積替保管施

設まで
乙

大阪市　第6610004746号

大阪府　第02700004746号

奈良県　第02913004746号

許可証のとおり

乙の積替保管施設から

乙のイトムカ鉱業所まで
丙

奈良県　第02900005201号

北海道　第00110005201号
許可証のとおり

（４）運搬の最終目的地及び積替保管に関する事項

運搬の最終目的地
野村興産株式会社　イトムカ鉱業所

北海道北見市留辺薬町富士見２１７番地１

積替保管施設名、所在地 野村興産株式会社　ヤマト環境センター

奈良県宇陀市菟田野大沢５６－２番地、５７番地、

７６番地、７７番地、３５３番地、３５４番地

積替保管を行う廃棄物の種類 許可証のとおり

保管上限 ５１６�

廃棄物を混合することの許否 混合しない

（５）委託する産業廃棄物の種類、数量、契約単価

品名 廃棄物の種類 予定数量 契約単価

廃血圧計
金属くず、力゛ﾗｽくず、

廃ｱﾗｽﾁｯｸ類 L惚　台ダ年
乙　432円／台(税込)

丙　324円／台(税込)

廃体温計
金属くず、力゛ﾗｽくず、

廃ｱﾗｽﾁｯｸ類
ｻO木／≒

乙　216円／本(税込)

丙　108円／本(税込)

※契約単価：収集運搬の回数は、 年１回の回収とする。

（６）委託する産業廃棄物の適正処理| こ必要な情報ｉ 　 　 　 　 　 ｙ

品名 発生工程 性状及び荷姿

性状の変化､混合等により

生じる支障及び含有マー

ク（JIS C0950）に関する

　　　　　情報

取扱注意事項

廃血圧計 甲の施設内で

使用済みにな

ったもの

固形、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱等

特になし 破損に注意

廃体温計 固形、ﾀﾞﾝﾎﾞづﾚ箱等

　（７）委託料金の支払方法

　第９条第４項の委託料は、乙が一括して丁に請求し、甲は当該委託料を丁を経由して乙に一括して支払うもの

とする。乙は、この中から丙の委託料を丙に支払うものとし、その額は（5）に定める。
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住　所

氏　名

　￥
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災厄犀
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産業廃棄物収集運搬業許可証

東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号

野村興産株式会社
　　　　　　代表取締役　藤原　悌

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の２第１項の許可を受けた者であることを証する。

許可の年月日

許可の有効年月日

平成２３年

平成２８年

事業の範囲

事業の区分：積替え・保管を含む

産業廃棄物の種類：

燃え殼

２．汚泥

３．廃油

石綿含有産業廃棄物を含む

４

５

６

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

ただし、積替え・保管を行うものに

２．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管

　　を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を

含む。
り
４
で
Ｉ
ｙ

H
（
N
　
C
f
:
）

ぐ
ぐ
ぐ

八
所
面

積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

在

保　管　上

地
積
限

㈲積み上げ高さ

(5)産業廃棄物の種類

一
一

大阪市西淀川区中島２丁目４番１ ４３号

８０ｍ２

１６４ｍ３

３ｍ

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラステック類、

金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

３．許可の条件

　　　事業の範囲の変更や事業の用に供するすべての施設及びその設置場所並びに主要な設備の

　　構造又は規模を変更する場合は事前に大阪市長の承認を得ること。

　　平成１３年　５月２３日　当初許可

　　平成２３年　８月　］_日　許可更新

　　平成２４年　９月１１日　変更許可（事業の区分の変?

　　平成２６年　７月３０日　変更届出（代表者の変更）

５．規則第９条の２第５項の規定による許可証の提出の有無

■ ･ ･ ■ － ■ ･ 還

白回宍妙白

妙句
浙

鰐白ヽ-.一　｀'゛へ･._y犬/゛



産業廃棄物収集運搬業許可証

住　所

氏　名

東京都中央区日本橋場留町二丁目１番３号

緋黄味能社
代表取締役　　藤原　悌

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４粂第１項の許可を受けた者であることを証する

許可の年月日　平成２３年　５月

許可の有効年月日　平成２８年　５月

事業の範囲

事業の区分　：

産業廃棄物の種類
　１燃え殼

　２汚泥
　３廃油

　４廃酸

　５廃アルカリ

積替え･保管を含まない

６

７

８

廃ﾌづｽﾅｯｸ類

金扁くず

ガラスくず

(石綿含有産業廃棄物を含む∠)

以上８種類

　　以下余白

許可の条件
　　なし

許可の更新又は変更の状況
平成１３年　５月　７目　　当初許可
平成２３年　４月　８日　　許可更新

平成２６年　８月　８目　　言換交付
　　　以下余白

規則第９条の２第５項の規定による許可証め提出の有無

尉膳⑤駿帽賜‰言言百言言言言診



こと。）

住　所

氏　名

｡､｡-.tこ｡｡阪ひ･ヽly=こ･7yﾕ
宍芦｀゛……゛往ぷ‾'‘………‾

　'弑ぶ　　　ご

　　　　　　許可番号第　０２９１３００４７４６　号

産業廃棄物収集運搬業許可証

東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号

野村興産株式会社
　　　代表取締役　藤原　悌

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の許可を受けた者であること

許可の年月日

許可の有効年月日

１

２

３

４

５

６

奈良県知事　荒

平成２３年

平成２８年

事業の範囲　　　　　　　　　　･．

　事業の区分
　　収集運搬業（積替え保管を含む）

取り扱う産業廃棄物の種類
　　（積み替え保管を含むもの･）．

　　燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、

　　を含む）、紙くず、木くず、

　　棄物を含む）　　　I.

廃ア

繊維

５月１４日

５月１３日

井　正

を証する。
万万]浅77紆縁こ疸

=二分7ぷ……?､1｀'･Jjtこ:;ﾌ･

T汀且ﾝこｺﾞｽﾞﾆly;i∃王政1

　　･¶.flコl- j
　　ど

回匹にごlyF;i

ﾘ

…

……ｬl fJ'
lヤ

､二
ごl

雨八荒Ξyし

に

Σごごﾚ-yj……-ヽ｀'.‘I .゜･一一7、・　．．　！　’‘～｀･７ ”’･●｀’．‘Ｉ ．：’･、

ｆ’゛‘ﾐ’・‘ １ ……=､．゛Ｊ……･･・．１-･・’.

　！ ･．。Ｉ｀Ｉ｀゛１･･ｊ‥;’ｉ ･ｔ‥．”!……………

．‘･．．･　ｊ　　Ｅｌ ｊゝ

’ 1 ’ ｀ ･ ･ ’ ・ ‥ ‘ 　 　 t

－ J I l a ･ ● ■ ㎜ － － ■ －

ル･ｶﾘ士廃プラズチック類（石綿含有産業廃棄物
くﾄず:､＼金奥＜ずいガラズくず等（石綿含有産業廃

　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　犬　　………………　　　以上１１種類

積替え又は保管を行うすぺての場所の所在地及･び面積並びに当該場所ごとの積替え又は

保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのた'めの保管/上随友び積み上げることができる高さ

積替え又は保管を行う場所の所在地

積替え又は保管を行う場所の面積

積替のための保管上限

積み上げることができる高さ
積替え又は保管する産業廃棄物の種類

許可の条件

　なし

許可の更新又は変更の状況

　平成１３年　５月１４日

　平成１４年　２月２２日

　平成１５年　６月３０日

　平成１８年　５月１４日

　平成２３年　４月　５日

　平成２３年　５月１４日

　平成２６年　７月３１日

一
・

奈良県宇陀市菟田野区大渾56-2番地、57番地、

76番地、77番地、353番地、354番地

５１６�

２７．５�

０．　９ｍ
燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プ

ラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む）、

紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス

くず等（石綿含有産業廃棄物を含む）

　　　　　　　　　　　　　　以上１１種類

新規許可
変更届（役員の変更）
変更許可（積替保管を含むに変更）
更新許可
変更届（積替保管容量の変更）

更新許可
変更届（代表者の変更）

積替え許可の有無　　無
(積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載する

市名　＊＊＊　　　　　　　　　　許可番号　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

規則第９条の２第５項の規定による許可証の提出の有無　　無



益

ノゝXゝ

ぐ”.‘
. ﾐ j ｀ ●

“ ｀ ’ 乙

許可番号第　０２９００００５２０１　号

産業廃棄物収集運搬業許可証

住　所　北海道札幌市中央区北三条西一丁目２番地

氏　名　エア・ウォーター物流株式会社

　　　　　　代表取締役　川田　博一

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の許可を受けた者であることを証する

１

許可の年月日

許可の有効年月日

奈良県知事荒井正吾

平成２６年１１月１１日

平成３１年１１月１０日

事業の範囲

　事業の区分：積替えを含まない

　取り扱う産業廃棄物の種類

　　　燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除

　　　く)、紙くず、木くず、繊維くず､レゴムくず、金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄

　　　物を除く)、鉱さい、工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片そ

　　　の他これに類する不要物(石綿含有産業廃棄物を除く)、ばいじん　以上１５種類

２．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は
　保管を行う産業廃棄物の種類

　　　該当なし

３．許可の条件

　　　該当なし

４．許可の更新または変更の状況

　　　平成２１年１１月１１目　新規許可、

　　　平成２３年　７月２７日　変更届(代表者)、

　　　平成２６年１１月１１日　更新許可、

Eに積替え許可の有無
益

ｙ ゝ 九 ゝ

６．規則第９条の２第５項の規定による許可証の提出の有無
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許可番号　第００１１０００５２０１号

産業廃棄物収集運搬業許可証

住　所　札幌市中央区北３条西１丁目２番地

氏　名　エア・ウオークー物流株式会社　代表取締役　川田　博一

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の許可を受けた者であることを証する。

許可の年月日
許可の有効年月日

１．事業の範囲
　　　燃え殼、汚
　　紙くず、木く

泥、廃
ずぐｊ

夥い､‾9、小Vly、
－トくず及び陶

廃棄物を含む｡)ミ

年
年

７
２

２
３

成
成

平
平

廃酸

ぐず

ず（

）ふZ

３．許可の条件］二＼………
　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４ 許可の更新又は変更の状況
(昭和６０年

（
Ｚ
７
７
（
Ｍ
ｙ

成
成
成
成

平
平
平
平

年
年
年

－
１
１
１

年１２
平成１１年４

平成１ １年 ５

日
日
日
日
日
日

８
８
８
８
６
４

１
１
１
１
２
１

月
月
月
月
月
月

月 ２ ８ 日

日
日
日
日
日
日

８
８
８
　
８
８

１
１
１
１
２
１

月
月
月
月
月
月

１
１
１
４
１
１

年
年
年
年
年
年

２
２
７
８
２
７

１
１
１
１
２
ｎ
乙

成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平

北海道知事

日
日

（
ｘ
）
７

１
１

月
月

１
１

５．積替え許可の有無　　⑥･無
　　旭川市　　　　許可番号　第０５０１０００５２０１号

６．規則第９条の２第５項の規定に よる許可証の提出の有無

高橋　はる

や⑧

-－--・･-－

゛-.’｀゛゛1こ.3

jJ.･゛.’り.j･･:!S

一 一 　 Ｉ ： ． 　 ’ ･ ‘ ･ - ． こ ． ･ １ ･ 、

　 ･ ･ ■ Ｉ ・ ・ ． ’ ･ ． て 　 １ ４

． 　 ” ． ． ． ’ ・ ･ ． ･ ． ． ｌ

　 　 　 　 　 ． ･ ｜ - ’ ● ･ ’ ｊ － ＝ 滅

　 　 　 　 　 　 　 Ｉ 　 ． ． 　 皿 .

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ･ d

　 　 　 　 　 　 　 　 I I ’ ･ “ “ 』 l j l

　I　II･-･il
＞］

穏づ

11、廃アμべ々リ、廃プラ不チック類……(右綿含有産業廃棄物を含む.)、

'√動植物性残さゝ　.･.ゴみくず、金属ぐずl……:.･が.'･ﾗ万一.不くず、コンクリ

(石綿含有産業廃棄物を含む.)､ﾆ鉱さい1y＼j=がれき類[石綿含有産業

ん尿、ぱいじん．積替保管あり．以下余白ｙ]ｿT

２．積替え又は保管を行うずぺでの場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え
　　又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ
　　　第２面及び第３面に記載めとおり。以下余白。　＼　〉　=………､･　。。

新規許可【小樽市】）
更新時変更許可【小樽市】
許可の更新　　　　プ
許可の更新【小樽市】。。
変更許可（積替保管の追加｡）ケ
変更許可（紙くず、木くず、動植物性残さ、鉱さい、がれき類。
　　　　　動物のふん尿の追加丿
変更許可（紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふ
　　　　　ん尿の追加｡）【小樽市】
許可の更新
許可の更新【小樽市】
許可の更新
小樽市より移管
許可の更新
許可の更新

(石狩振興局)
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札幌環境営業所
施設の種類　　保管場所１

設置場所　　江別市工栄町２５番地１１
面積　　　　　　８．４�

種類

　・廃プラスチック類。
　　保管上限　２、９４５．６ｋｇ

施設の種類　　保管場所２
設置場所　　江別市工栄町２５番地１１
面積　　　　　　８．４�

種類　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、
　　コンクリートくず及び陶廓碧くず饒ＯＡ機器八
　　保管上限　２０３．ｊ５ｋｇ

施設の種類　　保管場所３
設置場所　　江別市工栄町２５番地１ １

面積　　　　　８．４�　　　　　　　　、
種類　　　　　　十　　　　　　‥‥‥‥

　・廃プラスチック類、金属くず、ガラメくず、

　　コンクリートくず及て瑠1磁器くず饒医喇幾謡。
　　保管上限　２、１ ３５ｋｇ

施設の種類　　保管場所４
設置場所　　江別市工栄町２５番地１１
面積　　　　　８．４�
種類

　・金属くず。

　　保管上限　４６７．３９ｋｇ

施設の種類　　保管場所５

設置場所　　江別市工栄町２５番地１ １
面積　　　　　８．４�

種類

　・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、
　保管上限　７ ９．４５ｋｇ

施設の種類　　保管場所６
設置場所　　江別市工栄町２５番地１１
面積　　　　　８．４�
種類

　・廃油。
　　保管上限　５６．７１１

施設の種類
設置場所
面積
種類
　・廃酸。

保管場所７

江別市工栄町２５番地１１
８．４�

保管上限　１７ ５忿

運搬

許可番号第０
許可業者の名称　エア

施設の種類
設置場所
面積
種類

０１１０００５２０１号
ウオーター物流株式会社

保管場所８
江別市工栄町２５番地１１
８．４�

・廃アルカジ。
　保管上限　１１

施設の種類
設置場所
面積
種類
＼･汚泥。

９息

保管場所９
江別市工栄町２５番地１１
８．４�

保管上限　７８

施設ﾀ)種類
設置場所

　
　
’
汚
保

積
類
・

而
種

９６ｋｇ

保管場所１０
江別市工栄町２５番地１１
８．４�

泥√金属くず(廃乾電池)。

管上限　２ ４。ﾀﾞ.j･｡･5･;k' i･゛I.･

稚内営業所
施設の種類
設置場所
面積つ……
種類

保管場所１

稚内市大字声聞村字声門４－１８－２２

１．０８�

・廃プラスチヅク類、金属くず、ガラスくず、

　コンクリート〈ず及び陶滋器〈ず箆ＯＡ機眠〉。

　保管上限　２ １０ｋ ｇ

施設の種類
設置場所
面積
種類

保管場所２

稚内市大字声聞村字声門4-18－22
1.08�

・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、

　コンクリートくず及絹淘磁器くず(廃医療機器八

　保管上限　４２０ｋｇ

施設の種類
設置場所
面積
種類
　・廃酸。

保管場所３

稚内市大字声聞村字声門4－18－22
1，08�

保管上限　６５ｋｇ

施設の種類
設置場所
面積
種類

保管場所４
稚内市大字声聞村字声門4－18－22

1.08�

　・廃アルカリ。
　　保管上限　３５ｋｇ

第３面へ続く。以下余白。

(石狩振 局



二
半
言
万
言
】

脱
営
言
言
言
回
し

ｙｊ
－ダ

美
施
設

幌営業所

設の種類
置場所

面積
種類

保管場所１
網走郡美幌町字高野１０４－２７
１．３４�

・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、
　コンクリートくず及び淘磁器くず僥ＯＡ機器八
　保管上限　２１０ｋｇ

類
所

Ｗ

篇

施
設
面
種

保管場所２
網走郡美幌町宇高野１０４－２７
１．３４�

・廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず
７１⊇／　／／・／　ノ/7SrSゝ　｀IQ/lsil　ゝ　/ゝ　〆’･/″’｀・　7ゝ
コンクリートくず及て廓庇器くず撫一朝幾器h

保管上限

施設の種類

設置場所
面積
種類
　・廃酸。
　　保管上限

施設の種類

設置場所
面積
種類

４２０ｋｇ　　　　　　　　／

保管場所３
網走郡美幌町宇高野１０４－２７
１．３４�

３５ｋｇ

保管場所≒4
網走郡美幌町字高野１０４－２７
１．３４�

・廃アルカリ。
　保管上限　３５ｋｇ

施設の種類

設置場所
面積
種類

保管場所５
網走郡美幌町宇高野１０４－２７
１４４�

・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、
　コンクリートくず及び陶滋器くず僥OA機器)。
　保管上限　４、２００ｋｇ

帯広営業所
施設の種類　　保管場所１
設置場所　　河西郡芽室町東芽室基線５－７
面積　　　　　　１．　３４�
種類

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、
　　コンクリートくj汲て珊詰器くず僥ＯＡ機器八
　　保管上限　２１０ｋｇ

施
設
面
種

設の種類　　保管場所２
置場所　　河西郡芽室町東芽室基線５－７
　
　
廃
保

積
類
・

１．３４�

油。
管上限　１４０ｋｇ

施設の種類

設置場所
面積
種類

保管場所３

河西郡芽室町東芽室基線５－７
１．３４�

廃酸。
保管上限　３ ５ｋｇ

許　可　番　号
許可業者の名称

施設の種類

設置場所
面積

第０
エア

０１１０００５２０１号
ウオーター物流株式会社

保管場所４
河西郡芽室町東芽室基線５－７
１．３４�

種類
　・廃アルカジ。
　　保管上限　３５ｋｇ

施設の種類　　保管場所５
設置場所　　河西郡芽室町東芽室基線５－７
面積　　　　　１．３４�
種類
　・汚泥。
　保管上限　３１ｋｇ

類
所

え
管

燃
保

’
．
皐

殼。
上限

施設の種類
設ﾉ置

面積･

種類

1‘紙く

　ぴ陶

保管上限

釧路営業所
施設の種類
設置

面積

種類
　．Ｄ

場所

保萱場
河西郡

所
芽

６
室町東芽室基線５－７

１．３４�

３ ２ ６．ｋｇ

保管場所7.
河西郡芽室町東芽室基線５－７
１ﾀﾞ６．２�

ス
ぐ
０

ラ
ず
７

が
く

くず、コンクリートくず及
廃石膏ボード）。
Ｏｋｇ

保管場所１
釧路郡釧路町中央５－３
１．３４�

廃プラスチック類T4 ..金属くず、ガラスくず、
コンクジートくず友.む俤錨齢くず(廃ＯＡ機器)．

保管上限　２１ｔ)ｋｇ

施設の種類　　保管場所２
設置場所　　釧路郡釧路町中央５－３
面積　　　　　１．３４�
種類
　・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、
　　コンクリートくず及び陶昔器くず俯医療賤器八
　　保管上限　４２０ｋｇ

施設の種類　　保管場所３
設置場所　　釧路郡釧路町中央５－３
面積　　　　　　１．３４�
種類

廃プラスチッ
保管上限　２

以下余白。

ク類。
２ｋｇ

石 ）
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